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１ ２

第１章　計画策定の趣旨
１　趣旨
（２）下水道事業中期経営計画（経営
戦略）の改定（令和５年３月）
９行目

　本計画の策定から約5年を経過した令和4年度をもって前期計画期間が終了すること
から、「計画策定（P）-実施（D）-検証（C）-見直し（A）」のサイクルに基づき、
目標達成状況の検証を行いました。

　本計画の策定から約5年を経過した令和4年度をもって前期計画期間が終了すること
から、「計画（P）-実行（D）-評価（C）-改善（A）」のサイクルに基づき、目標達
成状況の検証を行いました。

事務局訂正

２ ２

第１章　計画策定の趣旨
１　趣旨
（２）下水道事業中期経営計画（経営
戦略）の改定（令和５年３月）
１２行目

　また、本計画の策定時には想定できなかった事態として、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大やウクライナ情勢　　　　　　　に伴う物価上昇などがあり、下水道事業の
経営にとっては、更に厳しい状況が見込まれます。

　また、本計画の策定時には想定できなかった事態として、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大、ウクライナ情勢及び円安の影響に伴う物価上昇などがあり、下水道事業の
経営にとっては、更に厳しい状況が見込まれます。

審議会からの意見

３ ３

第１章　計画策定の趣旨
２　計画の位置づけ
図１－２
計画の位置づけ

事務局訂正

４ ７

第２章　現状と課題
１　本市における生活排水処理
（２）下水道事業の概要
図２－２
久喜市生活排水処理基本計画における
整備区域（令和元年度策定）

図２－２　久喜市　　　　　　生活排水　処理基本計画における整備区域（令和元年度
策定）

図２－２　久喜市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画における整備区域（令和元年度
策定）

事務局訂正

５ ９

第２章　現状と課題
２　公共下水道事業の現状と課題
（２）課題
①人口及び有収水量の減少
５行目

　使用料収入は、消費税増税　　　　に伴い、増加している年度もあるものの、有収水
量が減少傾向であることから、同様に減少傾向と予測されます。

　使用料収入は、消費税率の引き上げに伴い、増加している年度はあるものの、有収水
量が減少傾向であることから、同様に減少傾向と予測されます。

事務局訂正

６ ９

第２章　現状と課題
２　公共下水道事業の現状と課題
（２）課題
①人口及び有収水量の減少
１１行目

　なお、現在の使用料体系は、基本料金と超過料金で構成される従量制の体系としてお
り、1か月に20㎥使用した場合、1,700円（税抜）となっています。
　総務省の考えでは、下水道事業の最低限の経営努力として、汚水を1か月に20㎥使用し
た場合、3,000円の使用料を徴収することが必要とされています。
　このことから、使用料を適正に徴収するため、使用料体系の見直しを実施する必要が
あります。

　なお、現在の使用料体系は、基本料金と超過料金で構成される従量制　　　としてお
り、1か月に20㎥使用した場合、1,700円（税抜）となっています。
　総務省の通知では、下水道事業の最低限の経営努力として、汚水を1か月に20㎥使用し
た場合、3,000円の使用料を徴収することが必要とされています。
　このことから、適正な使用料へ　　　　　　　　　　　　の見直しを実施する必要が
あります。

事務局訂正

７ １０

第２章　現状と課題
２　公共下水道事業の現状と課題
（２）課題
②未整備地域の解消
８行目

　また、行政区域内人口に対する処理区域内人口　割合を示す普及率は、未整備地域　a
の整備を進めているものの、処理区域内人口の減少により、今後も横ばい若しくは微増
が続くと予想されます。

　また、行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合を示す普及率は、未整備地域内
の整備を進めているものの、処理区域内人口の減少により、今後も横ばい若しくは微増
が続くと予想されます。

事務局訂正

８ １４

第２章　現状と課題
２　公共下水道事業の現状と課題
（２）課題
⑦汚水処理費用に対する財源の確保
１２行目

　経費回収率が100％未満となっている要因の一つは、汚水処理のために埼玉県の流域下
水道事業に支払う維持管理負担金の単価が　　　　　　　高く、その負担が重いことに
あります。

　経費回収率が100％未満となっている要因の一つは、汚水処理のために埼玉県の流域下
水道事業に支払う維持管理負担金の単価が他流域と比べて高く、その負担が重いことに
あります。

事務局訂正

久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
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計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２
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久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
分野・項目

計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２

９ １６

第２章　現状と課題
３　農業集落排水事業の現状と課題
（２）課題
③人数制による使用料体系の見直し
６行目

　また、農業集落排水事業　　　　　　　　　　　は公共下水道事業への接続を予定し
ており、長期的には使用料体系を統一する必要もあるため、人数制から従量制への変更
について検討が必要です。

　また、農業集落排水事業の一部の地区については、公共下水道事業への接続を予定し
ており、長期的には使用料体系を統一する必要もあるため、人数制から従量制への変更
について検討が必要です。

事務局訂正

１０ ２０

第２章　現状と課題
３　農業集落排水事業の現状と課題
（２）課題
図２－１６
久喜地区の農業集落排水処理区域

審議会からの意見

１１ ２１

第２章　現状と課題
３　農業集落排水事業の現状と課題
（２）課題
図２－１７
菖蒲地区の農業集落排水処理区域

審議会からの意見

１２ ２２

第２章　現状と課題
４　組織の現状と課題
（１）現状
１行目

　久喜市上下水道部のうち下水道事業の組織体制は、上下水道経営課と下水道施設課の
2課から構成されており、令和4年度の職員数は19名　　　　　　　　　　　　　 と
なっています。

　久喜市上下水道部のうち下水道事業の組織体制は、上下水道経営課と下水道施設課の
2課から構成されており、令和4年度の職員数は19名（会計年度任用職員1名含む）と
なっています。

事務局訂正

１３ ２５

第５章　事業計画（主な取組）
１　水循環
(１)未整備地域の解消、水洗化率の向
上

事務局訂正

2



ページ 項目等

久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
分野・項目

計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２

１４ ２６

第５章　事業計画（主な取組）
１　水循環
(２)浸水対策による豪雨対応
７行目

　また、長期間未整備となっている雨水調整池（東田調整池）については、農林水産省
が管轄する中川上流地区国営事業の湛水防除対策において、中川と合流する大堀排水路
にゲート付貯留施設　　の整備計画が予定されていることから、現時点では、国の中川
上流地区国営事業の動向に注視しながら、整備を検討していきます。

　また、長期間未整備となっている雨水調整池（東田調整池）については、農林水産省
が管轄する中川上流地区国営事業の湛水防除対策において、中川と大堀排水路が合流す
る地点において、排水機場等の整備計画が予定されていることから、現時点では、国の
中川上流地区国営事業の動向に注視しながら、整備を検討していきます。

事務局訂正

１５ ２７

第５章　事業計画（主な取組）
２　施設の持続
(２)管渠の更新
８行目

　今後は、久喜市下水道ストックマネジメント計画により管渠の健全度を把握するとと
もに、毎年度実施するカメラ調査・点検　　　　　　により優先度や緊急度に応じて、
効果的な更新工事を進めていきます。

　今後は、久喜市下水道ストックマネジメント計画により管渠の健全度を把握するとと
もに、毎年度実施するカメラ調査や目視による点検等により優先度や緊急度に応じて、
効果的な更新工事を進めていきます。

事務局訂正

１６ ３０
第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続

事務局訂正

１７ ３０

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（１）民間活用（ＰＰＰ）の範囲拡大
３行目

　業務を効率化していくためには、下水道部門の業務を確立して、現在の業務内容を見
直すと同時に、積極的に民間の有する資金やノウハウを活用し、「PPP(Public
PrivatePartnership：パブリック・プライベート・パートナーシップ)6」を構築してい
くことが重要です。

　業務を効率化していくためには、　　　　　　　　　　　　　　現在の業務内容を見
直すと同時に、積極的に民間の有する資金やノウハウを活用し、「PPP(Public
PrivatePartnership：パブリック・プライベート・パートナーシップ)6」を構築してい
くことが重要です。

事務局訂正

１８ ３０

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（１）民間活用（ＰＰＰ）の範囲拡大
１０行目

　今後は引き続き、民間活用（PPP）の範囲拡大について、更なる　　　検討を行
a
っていきます。

　今後も引き続き、民間活用（PPP）の範囲拡大について、更なる調査・検討を行い、実
施していきます。

事務局訂正

１９ ３２

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（３）段階的な使用料の適正化
８行目

　このため、平成30年度から使用料の適正化に取り組み、令和2年度には段階的な使用料
の改正を考慮し、下水道使用料については「平均改定率7％」、農業集落排水処理施設使
用料については「現状維持」との結論となりましたが、新型コロナウイルス　　　　に
よる市民生活への影響を鑑み、実施には至っておらず、令和3年度末の経費回収率の状況
は公共下水道事業が72.3％、農業集落排水事業が62.2％となっています。
　そのようなことから、下水道事業が一般会計からの繰入金に依存しない安定した経営
基盤を構築するため、引き続き使用料の適正化の検討を実施し、経費回収率の向上に
取り組みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a
　また、農業集落排水事業における　　　　　　　　　　人数制から従量制への　　　a
検討も継続します。

　このため、平成30年度から使用料の適正化に取り組み、令和2年度には段階的な使用料
の改定を考慮し、下水道使用料については「平均改定率7％」、農業集落排水処理施設使
用料については「現状維持」との結論となりましたが、新型コロナウイルス感染症等に
よる市民生活への影響を鑑み、実施には至っておらず、令和3年度末の経費回収率の状況
は公共下水道事業が72.3％、農業集落排水事業が62.2％となっています。
　そのようなことから、下水道事業が一般会計からの補助金に依存しない安定した経営
基盤を構築するため、引き続き使用料の適正化の検討を実施し、経費回収率の向上に
取り組みます。
　また、農業集落排水事業の使用料体系について、現行の人数制から従量制への移行の
検討を継続します。

事務局訂正

２０ ３３

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（４）持続的な組織への再構築
６行目

　今後においても、民間が有している資金やノウハウの活用による業務の効率化
（PPP）、業務内容の見直しなど、持続的な組織体制の　　　　　　調査　　　を行って
いきます。

　今後においても、民間が有している資金やノウハウの活用による業務の効率化
（PPP）、業務内容の見直しなど、持続的な組織体制の構築に向けて調査・検討を行って
いきます。

事務局訂正
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久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
分野・項目

計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２

２１ ３３

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（４）持続的な組織への再構築
図５－１０
組織再構築のスケジュール

事務局訂正

２２ ３３

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（５）経営の透明性向上
１行目

　しかし、下水道事業の施設の大半は、地下に埋設されているため、関心を引き　にく
いのが現状です。

　しかし、下水道事業の施設の大半は、地下に埋設されているため、関心を持たれにく
いのが現状です。

事務局訂正

２３ ３３

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（５）経営の透明性向上
図５－１１
経営の透明性向上のスケジュール

事務局訂正

２４ ３４

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（６）温室効果ガスの排出抑制
６行目

　今後においても、　　　　　　　　　　　　　　　　　設備の更新にあわせた省エネ
ルギー機器への入替や、用地や施設を利用した再生可能エネルギーの導入、また、公用
車についても電気自動車等への更新を行うなど、ゼロカーボンシティの実現に向け、環
境に配慮した取組を検討　　　　　　していきます。

　今後においても、ゼロカーボンシティの実現に向けて、設備の更新にあわせた省エネ
ルギー機器への入替や、用地や施設を利用した再生可能エネルギーの導入、また、公用
車についても電気自動車等への更新を行うなど、　　　　　　　　　　　　　　　　環
境に配慮した取組を検討のうえ、実施していきます。

事務局訂正

２５ ３４

第５章　事業計画（主な取組）
３　経営の持続
（６）温室効果ガスの排出抑制
図５－１２
温室効果ガスの排出抑制のスケジュー
ル

事務局訂正

２６ ３５

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（１）投資の考え方
①未整備地域の解消

事務局訂正

２７ ３６

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（１）投資の考え方
②管渠の更新
１行目

　埋設されている管渠の更新については、久喜市下水道ストックマネジメント計画に基
づく施設の老朽化進行状況を踏まえ、毎年、カメラ調査・点検　　　　　　を計画的に
実施し、優先度や緊急度に応じて、実施箇所を選定し、更新工事を実施します。

　埋設されている管渠の更新については、久喜市下水道ストックマネジメント計画に基
づき　　　　　　　　　　　　　　　　　　カメラ調査や目視による点検等を計画的に
実施し、施設の老朽化進行状況を踏まえ、　　　　　　更新工事を実施します。

事務局訂正
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久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
分野・項目

計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２

２８ ３６

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（１）投資の考え方
③ポンプ場の改築・更新
６行目

　後期計画期間においては、下新井中継ポンプ場、上内中継ポンプ場、桜田雨水ポンプ
場及び久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場の更新工事　　　　　　　　　　　　　　　　、
吉羽中継ポンプ場及び清久工業団地雨水ポンプ場の　　　　設計を実施する予定です。

　後期計画期間においては、下新井中継ポンプ場、上内中継ポンプ場、桜田雨水ポンプ
場及び久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場の施設の更新工事が完了する予定となっており、
吉羽中継ポンプ場及び清久工業団地雨水ポンプ場の更新工事設計を実施する予定です。

事務局訂正

２９ ３７

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（１）投資の考え方
⑤農業集落排水の公共下水道への接続
１行目

　農業集落排水の公共下水道への接続に必要な期間は原則として、着手から完了までの
4年間を考えており　、1年目に財産処分承認申請業務委託、2年目に全体設計業務委託、
3年目に接続工事、4年目に既存処理場の跡地利用工事を実施します。

　農業集落排水の公共下水道への接続に必要な期間は原則として、着手から完了までの
4年間を予定しており、1年目に財産処分承認申請業務委託、2年目に全体設計業務委託、
3年目に接続工事、4年目に既存処理場の跡地利用工事を実施します。

事務局訂正

３０ ３８

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（１）投資の考え方
⑥雨水調整池の整備
１行目

　栗橋地区内で未整備となっている東田調整池については、農林水産省が管轄する中川
上流地区国営事業の湛水防除対策において、中川と合流する大堀排水路にゲート付貯留
施設　　　　の整備計画が予定されていることから、現時点では、国の中川上流地区国
営事業の動向に注視しながら、整備を検討していきます。

　栗橋地区内で未整備となっている東田調整池については、農林水産省が管轄する中川
上流地区国営事業の湛水防除対策において、中川と大堀排水路が合流する地点において
、排水機場等の整備計画が予定されていることから、現時点では、国の中川上流地区国
営事業の動向に注視しながら、整備を検討していきます。

事務局訂正

３１ ３９

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（２）財源の考え方
②企業債
１行目

　企業債の発行は、未整備地域の整備や既存施設の更新、合流式下水道の分流化などの
建設改良事業のための借入と、企業債の元金償還を平準化するための資本費平準化債の
借入を、制度上認められた範囲内で行います。

　企業債の発行は、未整備地域の整備や既存施設の更新、合流式下水道の分流化などの
建設改良事業のための借入と、企業債の元金償還を平準化するための資本費平準化債の
借入を　　　　　　　　　　　　　行います。

事務局訂正

３２ ４１

第６章　投資・財政計画
１　公共下水道事業
（３）投資以外の経費の考え方
③維持管理費
１行目

　管渠・ポンプ場等の維持管理に係る経費で、修繕費、動力費、光熱水費、委託料等の
経常的にかかる費用を、前期計画期間における平成30年度から令和3年度までの決算額
及び令和4年度予算額の5か年の平均値に物価上昇率　　　　　　　　　　　　　　　　a
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を乗じて計上しています。

　管渠・ポンプ場等の維持管理に係る経費で、修繕費、動力費、光熱水費、委託料等の
経常的にかかる費用を、前期計画期間における平成30年度から令和3年度までの決算額
及び令和4年度予算額の5か年の平均値に物価上昇率0.36％（総務省統計局が公表してい
る消費者物価指数の平成29年度から令和3年度の平均値）を乗じて計上しています。

審議会からの意見

３３ ４２

第６章　投資・財政計画
２　農業集落排水事業
（１）投資の考え方
①既存施設の機能強化
１行目

　供用開始から20年以上経過した除堀地区については、令和元年度に機能強化工事が完
了し、太田袋地区については、令和5年度　工事完了予定です。

　供用開始から20年以上経過した除堀地区については、令和元年度に機能強化工事が完
了し、太田袋地区については、令和5年度に工事完了予定です。

事務局訂正

３４ ４２

第６章　投資・財政計画
２　農業集落排水事業
（１）投資の考え方
②公共下水道への接続
１行目

　公共下水道への接続に必要な期間は原則として、着手から完了までの4年間を考えて
おり　、1年目に財産処分承認申請業務委託、2年目に全体設計業務委託、3年目に接続
工事、4年目に既存処理場の跡地利用工事を実施します。

　公共下水道への接続に必要な期間は原則として、着手から完了までの4年間を予定し
ており、1年目に財産処分承認申請業務委託、2年目に全体設計業務委託、3年目に接続
工事、4年目に既存処理場の跡地利用工事を実施します。

事務局訂正

３５ ４３

第６章　投資・財政計画
２　農業集落排水事業
（２）財源の考え方
①使用料収入
１行目

　使用料収入は、将来の人口と世帯数の推計値により求め　、横ばい傾向で推移します
が、令和8年度に北青柳地区及び塚田地区を公共下水道へ接続する予定　　のため、令
和8年度から使用料収入が減少することを見込んでいます。

　将来の人口と世帯数の推計値による算定では、使用料収入は横ばい傾向で推移します
が、令和8年度に北青柳地区及び塚田地区を公共下水道へ接続する予定であるため、令
和8年度から使用料収入が減少することを見込んでいます。

事務局訂正

３６ ４３

第６章　投資・財政計画
２　農業集落排水事業
（２）財源の考え方
②企業債
１行目

　企業債の発行は、既存施設の更新・改修などの建設改良事業のための借入と、企業債
の元金償還を平準化するための資本費平準化債の借入を、制度上認められた範囲内で行
います。

　企業債の発行は、既存施設の更新・改修などの建設改良事業のための借入と、企業債
の元金償還を平準化するための資本費平準化債の借入を　　　　　　　　　　　　　行
います。

事務局訂正
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ページ 項目等

久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
分野・項目

計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２

３７ ４５

第６章　投資・財政計画
２　農業集落排水事業
（３）投資以外の経費の考え方
②維持管理費
１行目

　管渠・処理場等の維持管理に係る経費で、修繕費、動力費、光熱水費、委託料等、経
常的にかかる費用を、前期計画期間における平成30年度から令和3年度までの決算額及び
令和4年度予算額の5か年の平均値に物価上昇率　　　を乗じて計上しています。

　管渠・処理場等の維持管理に係る経費で、修繕費、動力費、光熱水費、委託料等、経
常的にかかる費用を、前期計画期間における平成30年度から令和3年度までの決算額及び
令和4年度予算額の5か年の平均値に物価上昇率0.36％を乗じて計上しています。

審議会からの意見

３８ ４６

第６章　投資・財政計画
３　投資・財政計画
（１）公共下水道事業
表６－９　収益的収支

表６－９　収益的収支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円　　　）

表６－９　収益的収支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、税抜）
審議会からの意見

３９ ４７

第６章　投資・財政計画
３　投資・財政計画
（１）公共下水道事業
表６－１０　資本的収支

表６－１０　資本的収支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円　　　）

表６－１０　資本的収支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、税込）
審議会からの意見

４０ ４８

第６章　投資・財政計画
３　投資・財政計画
（２）農業集落排水道事業
表６－１１　収益的収支（～令和２年
度）※地方公営企業法適用前

表６－１１　収益的収支（～令和2年度）※地方公営企業適用前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円　　　）

表６－１１　収益的収支（～令和2年度）※地方公営企業適用前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、税込）
審議会からの意見

４１ ４９

第６章　投資・財政計画
３　投資・財政計画
（２）農業集落排水道事業
表６－１２　資本的収支（～令和２年
度）※地方公営企業法適用前

表６－１２　資本的収支（～令和2年度）※地方公営企業適用前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円　　　）

表６－１２　資本的収支（～令和2年度）※地方公営企業適用前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、税込）
審議会からの意見

４２ ５０

第６章　投資・財政計画
３　投資・財政計画
（２）農業集落排水道事業
表６－１３　収益的収支（令和３年度
～）※地方公営企業法適用後

表６－１３　収益的収支（令和3年度～）※地方公営企業適用後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円　　　）

表６－１３　収益的収支（令和3年度～）※地方公営企業適用後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、税抜）
審議会からの意見

４３ ５１

第６章　投資・財政計画
３　投資・財政計画
（２）農業集落排水道事業
表６－１４　資本的収支（令和３年度
～）※地方公営企業法適用後

表６－１４　資本的収支（令和3年度～）※地方公営企業適用後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円　　　）

表６－１４　資本的収支（令和3年度～）※地方公営企業適用後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、税込）
審議会からの意見

４４ ５２
第７章　計画の事後検証・更新等
１　進捗管理

（１）見直し
　　後期計画の終了前に、人口や有収水量、建設改良費の計画値と実績値の比較検証
　や、関連計画の見直し結果の反映作業により、投資・財政計画を含めて全面的な見直
　しを予定します。
（２）各年度の進捗確認
　　各年度の決算後に、定量目標の達成状況や事業の進捗状況の確認等を実施し、　　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標が達成できてい
　ない場合の　　対策を検討します。
（３）進捗状況の公表
　　各年度の進捗確認や見直しの方向性が定まった時点において、運営審議会に報告す
　るとともに、意見の聴取を行うことを予定しています。

（１）各年度の進捗確認・進捗状況の公表
　　各年度の決算後に、定量目標の達成状況や事業の進捗状況の確認等を実施し、運営
　審議会に報告します。また、各年度の進捗確認を実施した結果、目標が達成できてい
　ない場合には、対策を検討します。
　　各年度の進捗確認の結果については、ホームページで公表します。
（２）策定
　　計画期間の終了前に、人口や有収水量、建設改良費の計画値と実績値の比較検証
　や、関連計画の見直し結果の反映作業により、次期中期経営計画（経営戦略）の策定
　を行います。

事務局訂正
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ページ 項目等

久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）の改定（案）の修正について

NO.
分野・項目

計画（諮問時） 計画（修正案） 修正理由

資料２

４５ ５２
第７章　計画の事後検証・更新等
１　進捗管理
図７－１　計画の評価方法

事務局訂正

４６ － － － 用語解説を追加 審議会からの意見

４７ － － － 事務局訂正
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